
指定難病等に係る訪問看護費用交付規則 

（目的） 

第１条 この規則は，難病の患者に対する医療等に関する法律（平成２６年法律第５０号。以下

「法」という。）第２８条第１項第３号の規定に基づき，人工呼吸器を装着していることにつ

いて特別の配慮を必要とする難病の患者に対して，知事が別に定める範囲内における訪問看護

を受けるために要する費用（以下「訪問看護費用」という。）を毎年度予算の範囲内で交付し，

在宅において適切な医療の確保を図ることを目的とする。 

（受給の対象者等） 

第２条 訪問看護費用の交付を受けることのできる者（以下「受給者」という。）は，指定難病（法

第５条第１項に規定する指定難病をいう。以下同じ。）又は特定疾患（特定疾患に係る医療費

用交付規則（平成１２年宮城県規則第９２号）第２条に規定する疾患をいう。以下同じ。）に

かかっている者であって，かつ，当該指定難病又は特定疾患を主たる要因として在宅で人工呼

吸器を使用している県内に住所を有する者のうち，医師が訪問看護を必要と認めるもの（仙台

市内に住所を有する指定難病の患者を除く。以下「対象患者」という。）とする。 

２ 訪問看護費用の交付の対象となる訪問看護の範囲は，知事が別に定める。 

（認定） 

第３条 受給者となろうとする者は，知事の認定を受けなければならない。 

２ 前項の認定を受けようとする者又はその者と生計を一にする者のうち訪問看護費用を負担す

るもの（以下これらを「申請者」という。）は，訪問看護費用交付申請書（様式第１号）を知事

に提出しなければならない。 

３ 知事は，前項に規定する申請があったときは，その内容を審査し，受給者と認定したときは，

その旨を通知するものとする。 

 （有効期間） 

第４条 前条第１項の認定の有効期間は，１年以内とする。 

２ 前項に規定する認定の有効期間（当該認定の有効期間についてこの項の規定により更新を受

けたときにあっては，当該更新を受けた認定の有効期間）の満了後引き続き当該認定に係る受

給者となろうとする受給者は，認定の有効期間の更新を受けなければならない。 

３ 前条第２項の規定は，前項の認定の有効期間の更新を受けようとする受給者について準用す

る。 

 （認定の取消し） 

第５条 知事は，受給者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは，受給者の認定を

取り消すものとする。 

一 入院期間が３月を超えるとき。 

二 人工呼吸器の装着を中止し，又は中断したとき。 

三 県内の市町村の住民基本台帳から消除されたとき。 

２ 前項各号のいずれかに該当することとなった者は，訪問看護費用交付対象者取消届（様式第

２号）を知事に提出しなければならない。 

（委任） 

第６条 この規則に定めるもののほか，交付する額，支給方法その他この規則の施行に関し必要

な事項は，知事が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 



１ この規則は，平成１２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行前に，この規則に規定する訪問看護費用の交付に相当するものに関し知事に

提出されている書類及び知事がした認定等は，この規則の規定中にそれらに相当する規定があ

る場合には，この規則の相当の規定によるものとみなす。 

附 則（平成１４年３月２２日宮城県規則第３０号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

附 則（平成１６年５月１４日宮城県規則第９２号） 

（施行期日） 

１ この規則は，公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に改正前の特定疾患に係る訪問看護費用交付規則様式第１号により行

われている申請は，改正後の特定疾患に係る訪問看護費用交付規則様式第１号により行われた

申請とみなす。 

附 則（平成２０年３月３１日宮城県規則第５０号） 

この規則は，平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２１年２月２７日宮城県規則第８号） 

（施行期日） 

１ この規則は，公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の特定疾患に係る訪問看護費用交付規則の規定による様式第一号で取扱い上著しく支

障のないものについては，当分の間，改正後の特定疾患に係る訪問看護費用交付規則の規定に

よるものとみなす。 

 附 則（平成２６年１２月２６日宮城県規則第８８号） 

この規則は，平成２７年１月１日から施行する。 

   附 則（平成３０年３月３０日宮城県規則第５５号） 

この規則は，平成３０年４月１日から施行する。 

  附 則（令和４年３月３１日宮城県規則第２５号） 

（施行期日） 

１ この規則は，公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出された申請書等は，それぞれ

改正後の各規則の規定に基づいて提出等された申請書等とみなす。 

３ 改正前の各規則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては，当分の間，

改正後の各規則の規定によるものとみなす。 

   附 則（令和５年３月１７日宮城県規則第１３号） 

 この規則は，公布の日から施行する。 

 


